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保護者及び地域住民との意見交換会におけるご意見及びご質疑 

 

【第 1回】 

日 時 平成 25年 7月 25日（木）19時 00分から 20時 10分 

場 所 登別市婦人センター 2階講堂 

参加者 保護者 1名（栄町保育所） 

 

＜質疑・保護者＞ 

問 1 民営化になると制服を買わなければならないのでしょうか。 

答 制服については事業主の考え方によりますが、制服も含め経済的負担が増える際は、保護

者（保護者会）の同意を得るように努めることとしており、事業者が一方的に決めることに

はなりません。 

＜意見・保護者＞ 

1.民営化になると若い 20歳代、30歳代の保育士が増えると聞いていますが、自分の年齢に近

いと相談はしやすいが、安心して子どもを見てもらえるのは 40 歳代以降の保育士だと思い

ます。 

2.線路より山側に新しい保育所ができたとしても、通勤に適した保育所を利用します。 

3.職場の勤務体制を考えると、正月は仕事が始まる 2日から預けられればと思います。 

4.パートで午後からの勤務の日は午後から預けることができて、保育料もその分、安くなれば

と思います。 

5.4歳以降は教育が必要だと思います。家庭でもある程度の教育はできますが、働いているた

め教育にかけられる時間は限られます。保育所であれば周りの子ども達と一緒にがんばろう

という気持ちにもなると思います。 

6.子どもが急に熱を出した場合、すぐに保育所に迎えに行けない時もあるので、そのような時

も預かってもらえると助かります。 

7.民営化になると制服になる可能性があると思いますが、制服は必要ないと思います。 

8.意見交換会に参加する前は民営化には反対でしたが、直接、説明を聞く事ができて反対する

理由が無くなりました。 

 

【第 2回】 

日 時 平成 25年 7月 26日（金）19時 00分から 20時 35分 

場 所 鷲別公民館 2階ホール 

参加者 保護者 3名（栄町保育所、鷲別保育所、幌別東保育所） 

 

＜質疑・保護者＞ 

問 1 民営化に関するポイントの運営等の三者の話し合いは何回くらい行う予定ですか。 

 答  民営化を進めるなかで保護者の方の不安を取り除き、子どもへの負担をできるだけ尐な 

くするための話し合いですので、必要に応じて開催します。 
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問 2 コロポックルの森を設置した際、その後、同じ施設を増やしていく予定ではなかったの 

ですか。 

 答  そういう考え方もありましたが、何処の保育所を民営化するのか、また、国の制度も変 

わるなどのため時間がかかってしまいました。 

  

問 3 幼保一元化の建物に関しては国の補助金は出ないのですか。 

 答  公の部分の整備費については補助金の対象となりません。 

 

問 4 民営化のなかで保育に教育を取り入れるということは、幼稚園の要素も取り入れていく 

    ことになるのでしょうか。 

 答  保育所の幼児教育をより充実させたいということで、そのために民間の幼児教育の技術 

や手法を取り入れるということです。 

 

  問 5 民間に頼るのではなく、今の公立保育所で教育を取り入れることは難しいのでしょうか。 

答  平成 17年に公立幼稚園を廃止していることから、幼児教育に民間の技術や手法を取り

入れることとしました。今後、公立保育所においても幼児教育の充実に取り組みたいと

考えております。 

 

 問 6 民営化によって保育の質が良くなるとはどのようなことですか。保育の質とは保育士の 

質のことですか、保育をするなかでの質であれば、その質とはどういうことですか。 

 答  保育の質とは保育環境や保育サービスを含めた全体的なものと考えています。 

国の補助を使って施設を整備することによって良好な保育環境を整え、一時保育や休日

保育等、需要に柔軟に対応する保育サービスを展開したいと考えており、このことによっ

て保育の質が高まると考えます。また、保育士が子どもや保護者と良好な関係を築き、保

護者が安心して子どもを預けられることが、保育をするなかでの質と考えます。 

 

 問 7 正職員、臨時職員も含めて保育士は定期的に勉強会や講習会は受けているのでしょうか。 

 答  正職員の保育士は、毎年定期的に研修を受けています。研修を受けた後は事後研修とし

て臨時職員も含めて職場内研修を実施しています。 

 

 問 8 公立保育所は残すのですか。 

 答  基本的にすべての保育所を民営化する予定です。はじめに栄町保育所を民営化し、その 

民営化の状況を踏まえて順次進めることとしております。 

 

 問 9 コロポックルの森に関しては今後どうなりますか。 

 答  コロポックルの森の登別保育所は公設民営で運営を委託していますが、民設民営とする 

かについては検討中です。 

 

問 10  なぜ栄町保育所を一番初めに民営化するのですか。 
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答    民営化後に移転改築することを前提にしており、海岸線に面している栄町保育所は潮風

で施設の傷みが激しく、さらに津波災害という防災面を考慮しました。 

 

問 11 移管先となる法人の範囲が社会福祉法人または学校法人となっているのは、営利目的

とした会社の参入を防ぐためなのでしょうか。 

 答   国の施設整備補助の対象となる社会福祉法人及び学校法人としました。 

 

 問 12 鷲別小学校の建替えがありますが、小学校に保育所を入れるという検討はされたので

しょうか。 

 答   小学校はあくまでも就学児童が利用する教育施設なので、その教育施設の中に保育所

を入れるとなると、解決しなければならない難しい問題があります。 

 

 問 13 栄町保育所が平成 27年 4月に民営化となった際、民営化された栄町保育所と他の公立

保育所に差が出てくるのでしょうか。 

答  事業主の保育の特色が出てきますので、保護者の方はその特色を選択していただくこと

になります。 

 

 問 14 現在の栄町保育所の入所児童は継続して民営化後の保育所に入所となるのでしょうか。 

 答  保護者の方が選択することになりますので、公立を希望されるのであれば他の公立保育

所に転所していただくことになります。 

  

 問 15 病児保育が実施されていないことを初めて知りましたが、実施する予定はありますか。 

 答  病児保育については、医療機関や看護師の配置など課題がありますので、直ちに実施す

ることは難しい状況です。 

 

＜意見・保護者＞ 

1.小学校に入学する際、先生からひらがなが読めて、自分の名前が書ければいいと言われまし

た。家でもその程度は教えることが出来るので、小さい頃からそんなに勉強させる必要はな

いと思います。 

2.周囲を見ると、母親と保育士との間に壁があるように感じます。保育士と保護者のコミュニ

ケーションが上手く取れていないように思います。室蘭市の保育所との違いは父母会が無い

ことだと思います。父母会があれば子どもが保育所の中でどのように過ごしているか伝わっ

てくるので、そのような組織を設置してほしいと思います。 

3.保育と教育の充実の前に保育士と保護者の壁を取り払うようなコミュニケーションの場が

必要だと感じます。 

4.産休明けで働きたい母親もいると思います。産後 57 日目から預けられるようにしてほしい

です。 

5.民営化になった際は、保育士の人数が変わらないだけでなく、保育士自体も変わらないでほ

しいです。 
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6.幼稚園では頻繁に親の意見交換がありますが、保育所にはありません。今日の意見交換はと

ても楽しみにしていましたが、参加者が尐ないことに驚いています。託児もあるのに残念に

思いました。 

7.男性保育士は必要だと思います。子どもたちは遊び方がダイナミックで楽しんでいるように

感じます。 

 

【第 3回】 

日 時 平成 25年 7月 29日（月）19時 00分から 20時 25分 

場 所 市民会館 2 階中ホール 

参加者 保護者 2名（栄町保育所）、地域住民 2名 

 

＜質疑・保護者＞ 

 問 1   民営化するにあたって、事業主の選考はどのように行うのでしょうか。 

 答    選考委員会を設置し事業者を公募する予定です。選考方法は企画提案型になる予定です。 

 

 問 2  移転先は線路より山側の場所となっていますが目途はあるのですか。 

 答  山側で防災面等を考慮した場所を検討しております。今年の 12月に方針案をまとめる

予定ですが、その際、皆さんにお知らせできると思います。 

 

問 3  民営化になった際は、保育士は誰もいなくなるのですか。 

答  栄町保育所に配置している正職員は他の保育所に移ります。臨時職員については事業主

に雇用していただければ継続して配置されることになります。 

 

問4  公募する際に応募する事業者が保育の経験がなくてもいいということなのでしょうか。 

答  移管先となる法人の範囲については、市内に事業所を有する社会福祉法人または学校法

人を予定しています。保育や幼児教育の経験がない事業者が応募される場合も考えられま

すが、企画提案型で選考しますので基準に満たないものは選定されません。 

 

問 5  室蘭市で民営化になっている保育所はあるのでしょうか。 

答  室蘭市の 10か所の保育所の内、2か所が公立で残り 8か所は民営になります。 

 

 問 6  保護者の代表はどのようにして決めるのでしょうか。 

 答  現在、保護者会がありませんので、今後、保護者の方々と話し合いたいと考えています。 

 

＜意見・保護者＞ 

1.民営化することによって幼稚園にあまりにも近づいてしまうと、働いている保護者にとって

負担になるように感じます。 
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＜質疑・地域住民＞ 

 問 1 民営化後、保育士の人数等について市は監査をするのですか。 

 答  保育所は公立も私立も認可と監査は北海道ですが、市は保育の実施責任者として北海道

の監査に同行し運営内容等の確認をいたします。 

 

問 2 保育士の給与が問題です。給与が低ければ子どもが慣れたとしても、保育士が辞める場

合があります。働く人の身分保障の問題も含めて市は指導できるのですか。 

 答  民営化後の保育所は事業主の運営になりますので、事業主の労務管理に関して市が関与 

することは難しいと考えます。 

 

 問 3 この意見交換会の日程は事前に保育所に相談したのですか。 

 答  各保育主と保護者の方や地域住民の方が参加しやすい日時、場所について保育士と相談

しました。 

 

 問 4 今回、参加出来なかった保護者に対しては、改めて意見を聞く機会を設けるのですか。 

 答  意見交換会は本日が 3回目で、この後土曜日、日曜日に 5回開催する予定となっており

ます。再度、保護者の方にお知らせし、出来る限り多くの保護者に参加していただきたい

と考えております。 

 

問 5  臨時職員については、民営化する保育所で雇用されるよう事業主に働きかけるとあり   

   ますが、現在は正職員よりも臨時職員の方が人数は多いと思います。民営化の際に余剰

となる臨時職員の雇用について配慮するのですか。 

 答  既に職員への説明を終えておりますが、臨時職員の保育士は、事業主の雇用条件等を確

認したうえで検討したいとのことでした。 

 

 問 6  民営化された場合、保育料以外の費用が必要になると思われますが、そういう場合には

どのようになるのでしょうか。 

 答   保育料以外で新たな費用が必要となる場合には、保護者の同意を得るように努めていた

だくことになります。 

 

 問 7 社会福祉法人は高齢者が中心だと思いますが、市内に子ども関係の法人はありますか。 

 答  障害福祉事業の社会福祉法人はありますが、子ども関係の社会福祉法人はありません。 

 

問 8 応募が無かった場合、範囲を広げて室蘭や苫小牧の法人も対象とするのでしょうか。 

 答   市内の事業者を対象としておりますが、応募が無かった場合には再度検討しなければな

らないと考えます。 

 

問9 これから保育所を利用する人が意見交換会に参加してもいいのでしょうか。参加しても 

いいならば、そういう方に対してはどういう形で周知するのでしょうか。 
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 答  意見交換会については保護者の方を初め一般市民の方を対象としておりますので、これ 

から保育所を利用する方にも是非参加していただきたいと思います。 

 日程につきましては、8月 1日号の広報やホームページでお知らせしています。 

 

＜意見・地域住民＞ 

1.保育士の給与形態等の問題を考えると、公立であれば保育士さんも長く働けるので、民営化

ではなく公立のほうがいいと思います。 

2.この意見交換会の参加人数が非常に尐ないように感じます。最初のアンケートでは 5割の保

護者が民営化に対して否定的だということを考えると、もっと意見交換会を開催する必要が

あると思います。 

3.経済的負担が増える際は、保護者や保護者組織の同意を得るように努めますとなっています

が、実際の運営では難しいと思います。 

 

【第 4回】 

日 時 平成 25年 8月 3日（土）10時 15分から 11時 30分 

場 所 市民会館 大会議室 

参加者 保護者 1名（鷲別保育所） 

 

＜質疑・保護者＞ 

問1 保育士の人数や配置は国の基準に基づくとのことですが、民営化になった場合、市の保 

育士は他の公立保育所に異動するのでしょうか。 

 答  正職員は他の公立保育所に異動し、臨時職員に関しては事業主に雇用していただけるよ

うに働きかけますが、全て雇用していただけるということにはならないと思いますので、

基本的に保育士は変わることになります。 

 

 問 2 引継ぎ期間を設ける予定ですか。 

 答  民営化までの行程のとおり、事業主が決まりましたら、保護者、市、事業主による三者 

協議の中で引継期間、引継内容等を話し合います。 

 

 問 3  栄町保育所を民営化した後、他の保育所についても民営化を進めるのですか。 

 答  民営化した栄町保育所の運営等を検証したうえで、順次進めていくことになります。次

の保育所を民営化するには 2年もしくは 3年後になると思います。 

 

 問 4   民営化後も延長保育は実施すると思いますが、一時保育や休日保育、障がい児保育は

どのようになりますか。 

 答   現在、実施している特別保育については、民営化後も継続して行います。 

 

問 5  年配の保育士がいなくなると、子どもたちが落ちつかなくなると思うのですが、移管

先に正職員の年配保育士が移ることはないのでしょうか。 
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 答  市の正職員の保育士は他の公立保育所に異動になります。また、保育士が若いからとい

って一概に子どもたちが落ち着かなくなるということにはならないと考えます。 

    

問 6  合同保育期間に問題が生じた場合、市と事業主のどちらに話せば良いのでしょうか。 

 答   合同保育の期間は公立保育所ですので、ご心配なことや不都合があれば市にご相談くだ

さい。また、民営化後におきましても、保育の実施責任は市にありますので、市にご相談

いただいても結構です。 

 

 問 7  認定こども園に移行していく場合、幼稚園はこれまでと変わらないのですか。 

 答  平成 27年 4月から新しい子ども・子育て支援制度が始まりますが、今後、子どもの数

が減尐するなかで、各地区にどのような子育て支援の施設が必要か検討いたします。将来

は認定こども園を目指しますが、今の幼稚園がそのまま継続するかについては各幼稚園の

判断になります。 

 

＜意見・保護者＞ 

1.若い保育士は必ずしも全てを理解している訳ではないと思うし、子育ての経験をしたから理

解できることもあると思うので、年配の経験ある保育士さんを配置してくれた方が安心です。 

2.保育士に子どもが慣れるまで時間がかかる場合もあると思うので、合同保育の期間を 3か月

とは言わず幅を持たせて欲しいです。子どもの精神面も含めて対応してほしいと思います。 

3.これからの子どもの数によって変わってくると思いますが、子どもを預ける場所が尐なくな

らないかと心配です。 

4.災害は津波もあれば土砂崩れもあるので何とも言えませんが、震災の津波を考えれば山側の

方が安心して預けることができると思います。 

 

【第 5回】 

日 時 平成 25年 8月 3日（土）14時 00分から 15時 20分 

場 所 登別市婦人センター 2階講堂 

参加者 地域住民 1名 

 

＜質疑・地域住民＞ 

問 1 民営化の趣旨で待機児童対策とありますが、現在、待機児童がいるのでしょうか。 

答  現在、待機児童はおりません。ここの部分は国の保育施策の説明の部分です。 

 

問 2  民間になると民間の手法が出てくると思いますが指導はしないのですか。 

答  保育所の認可、指導は北海道ですが、保育の実施責任は市でありますので、北海道の監

査に同行するなどして保育所が適正に運営されているか確認します。 

 

＜意見・地域住民＞ 

 1.子どものことを大切にするのであれば、国の保育基準ではなく登別市独自の保育基準を検討
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みては如何でしょうか。 

 2.NPO法人を設立し、札内等の広々とした場所で保育をすることもいいと思います。 

3.保育所の理想の定員は 50人から 60人くらいだと思います。 

 4.古い建物を大切に使うことも教育の一つと思いますが、予算があるなら新しい施設を作って

欲しいです。 

 5.寝る、食べる、遊ぶ所が全て一緒ではなく別に部屋があった方がいいと思います。 

 

【第 6回】 

日 時 平成 25年 8月 10日（土）10時 00分から 10時 30分 

場 所 鷲別公民館 2階ホール 

参加者 保護者 1名（栄町保育所） 

 

＜質疑・保護者＞ 

問 1 栄町保育所の職員は全てそのまま入れ替えになるのですか。 

答  基本的には平成 27年 4月からは事業者の私立保育所になるため、職員は全て変わりま

す。正職員については他の保育所に異動し、希望される臨時職員については、出来る限り

新たな保育所で雇用されるよう働きかけます。 

 

問 2 民営化が進むと正職員の保育士もあふれませんか。 

答  現在、市の正職員の保育士は 38 名おりますが、4 名は今年度末で定年退職となり、来

年度以降も定年退職が続く予定ですので、当面、正職員があふれることはありません。 

 

＜意見・保護者＞ 

1.民営化になっても、子どもたちのことを一番に考えていただいて、子どもたちが戸惑わな

いようにしていただきたいと思います。 

2. 民営化はやむを得ないと思いますが、子どもたちがより良い環境で保育が受けられるよう

にして欲しいです。 

 

【第 7回】 

日 時 平成 25年 8月 11日（日）10時 00分から 10時 50分 

場 所 鷲別公民館 2階ホール 

参加者 保護者 5名（栄町保育所 1名 幌別東保育所 4名（夫婦 2組）） 

 

＜質疑・保護者＞ 

 問 1  一時保育は登別保育所でしか行っていませんが、民営化後の保育所で実施するのですか。 

 答  民営化後の保育所では、一時保育も含め特別保育については可能な限り実施したいと考

えております。 

 

 問 2   民営化した保育所と公立保育所との差は出てくるのでしょうか。 
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 答  基本的な保育は国の保育指針がありますので変わりませんが、事業主の保育の特色が出 

てきますし、その特色を選択できるということは民営化のメリットとして捉えております。 

 

 問 3  民営化したら事業主は誰になるのですか。 

 答  平成 26年 4月以降に選考委員会を設置しますが、選考の対象となる法人は市内に事業

所を有する社会福祉法人または学校法人となります。 

  

問 4  民営化される栄町保育所の職員は替わってしまうのでしょうか。 

 答  民営化後、正職員は他の保育所に異動いたします。臨時職員は事業主に雇用された場合、

替わらない可能性もあります。子どもへの負担を考えますと、保育士は替わらないほうが

いいと思いますので、雇用されるよう事業主に働きかけたいと考えております。 

 

＜意見・保護者＞ 

1.既に民営化が進んでいる室蘭市、伊達市の情報があれば、民営化後の保育所が想像できると

思います。 

2.海岸沿いにある保育所が多いので、山側に移転できればいいと思います。 

 

【第 8回】 

日 時 平成 25年 8月 11日（日）14時 00分 

場 所 市民会館 大会議室 

 

◎参加者無し 

 


